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（午前９時５４分 開会） 
    ◎開会宣告 
○議長（荒木正光君） 皆さんおはようございます。ただいまから令和２年第４回新冠町

議会臨時会を開会いたします。 
 
    ◎開議宣告 
○議長（荒木正光君） 直ちに本日の会議を開きます。 
 
    ◎議事日程の報告 
○議長（荒木正光君） 議事日程を報告いたします。 
議事日程は、お手元に配付した印刷物のとおりであります。 

 
    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
○議長（荒木正光君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
会議録署名議員は、会議規則第 125 条の規定により、４番、武田修一議員、５番、伹野

裕之議員を指名いたします。 
 
    ◎日程第２ 会期の決定 
○議長（荒木正光君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 
お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日といたしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒木正光君） 異議なしと認めます。 
よって、会期は本日１日とすることに決定をいたしました。 

 
    ◎日程第３ 諸般の報告 
○議長（荒木正光君） 日程第３、諸般の報告を行います。 
本臨時会の説明員として出席通知のありました者の職、氏名をお手元に配付しておきま

したのでご了承を願います。 
これで諸般の報告を終わります。 

 
    ◎日程第４ 承認第９号 
○議長（荒木正光君） 日程第４、承認第９号 諸般の報告についてを議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 
坂本総務課長。 

○総務課長（坂本隆二君） 承認第９号 専決処分について提案理由を申し上げます。 
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地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものであります。次のページ

をお開き願います。専決処分書であります。令和２年度新冠町一般会計補正予算について、

地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり令和２年 10 月２日付をもって専

決処分したものであります。このたび専決処分いたしました新冠町一般会計補正予算であ

りますが、字古岸の自家水道において、設置より 50 年以上が経過しており、取水施設、貯

水施設、配水施設全般に漏水が著しく、飲用及び営農に支障を来していることから、早急

に改修したい旨の申し出があり、自家水道改修事業補助金により事業実施する必要が生じ

たことから、補正予算を措置しなければならない状況となりましたが、議会を招集する時

間的余裕がなかったことから、地方自治法第 179 条の規定により、10 月２日付をもって専

決処分により関係予算を補正したものであります。 
予算書の１ページお開き願います。令和２年度新冠町一般会計補正予算、このたびは２

回目の専決の補正予算となります。第１条規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ

れ 99 万 8,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 71 億 3,033 万 9,000 円にした

ものであります。事項別明細書の歳出から説明いたしますので、６ページお開き願います。

４款衛生費、３項水道費、１目地区水道費、99 万 8,000 円の追加は、18 節負担金補助及び

交付金で字古岸の牧場の自家水道施設の改修にかかる自家水道改修事業補助金で、当該施

設が飲料水と自家水の併用であることから、補助金交付規則に基づき事業費から 20 万円を

控除した額の 40％の 99 万 8,000 円を補助し、改修したものであります。歳入に移りますの

で５ページをお開き願います。18 款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、99 万 8,000 円の追

加は、前年度繰越金の予算化であります。 
以上、承認第９号 令和２年度新冠町一般会計補正予算に係る専決処分の提案理由を申

し上げました。ご審議を賜り、原案どおり承認くださいますようお願い申し上げます。 
○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
これより、承認第９号に対する質疑を行います。 
質疑は、歳入・歳出を一括して行います。 
発言を許可いたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（荒木正光君） ないようですので、質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。本案は、報告のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 
○議長（荒木正光君） 全員挙手であります。 

よって、承認第９号は報告のとおり承認されました。 
 
    ◎日程第５ 承認第１０号 
○議長（荒木正光君） 日程第５、承認第 10 号 諸般の報告についてを議題といたします。 
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提案理由の説明を求めます。 
坂本総務課長。 

○総務課長（坂本隆二君） 承認第 10 号 専決処分について提案理由を申し上げます。 
地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、

同条３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものであります。次のページを

お開き願います。専決処分書であります。令和２年度新冠町一般会計補正予算について、

地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり令和２年 10 月５日付をもって専

決処分したものであります。このたび専決処分いたしました補正予算でありますが、10 月

４日から５日にかけて低気圧の通過により、大気の状態が不安定となり、５日早朝には短

時間で局地的に激しい雨が降り、時間雨量 20 ミリメートル以上を記録し、24 条時雨量では

91 ミリメートルなどを記録しておりますが、この影響により町道３路線において路肩決壊

２カ所、法面決壊１カ所の被害が発生したことから、速やかに財務局と協議の上単独災害

事業により復旧することが可能となり、補正予算を措置しなければならない状況となりま

したが、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第 179 条の規定によ

り 10 月５日付をもって専決処分したものであります。 
予算書の１ページをお開き願います。令和２年度新冠町一般会計補正予算、このたびは

３回目の専決の補正予算となります。第１条規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ

ぞれ 432 万 1,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 71 億 3,466 万円にしたもの

であります。地方債の補正がありますので３ページをお開きください。第２表地方債補正

追加であります。起債の目的、現年発生単独災害復旧事業限度額 390 万円は、今回発生し

た災害復旧にかかる工事費 398万円の 10万円未満を切り捨てた金額を対象としているもの

で、法面決壊１カ所、路肩決壊２カ所の計３カ所の復旧工事を対象としております。起債

の方法、利率、償還の方法は記述のとおりであります。事項別明細書の歳出から説明をい

たしますので、７ページをお開き願います。10 款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧

費、１目現年発生災害復旧費 432 万 1,000 円の追加は、10 月４日から５日にかけての大雨

により被災した町道にかかる災害復旧工事で、12 節委託料は調査設計業務委託料を計上、

14 節工事請負費 398 万円は美宇牧野藤原線の法面決壊Ｌ＝29 メートル、太陽久米白井線の

路肩決壊Ｌ＝17 メートル、里平太陽線の路肩決壊Ｌ＝22 メートルの３カ所にかかる復旧工

事費で、現年発生単独災害復旧事業債の対象としているものであります。歳入に移ります

ので６ページをお開き願います。18 款繰越金、１項繰越金、１目繰越金 42 万 1,000 円の追

加は、不足する財源を前年度繰越金の予算化により措置するものであります。20 款町債、

１項町債、８目災害復旧債 390 万円の追加は、町道３カ所の復旧工事費に対し、現年発生

単独災害復旧事業債を発行するものであります。 
以上、承認第 10 号 令和２年度新冠町一般会計補正予算にかかる専決処分の提案理由を

申し上げました。ご審議を賜り、原案どおり承認くださいますようお願い申し上げます。 
○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
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これより、承認第 10 号に対する質疑を行います。 
質疑は、歳入・歳出を一括して行います。 
発言を許可いたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（荒木正光君） ないようですので、質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。本案は、報告のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 
○議長（荒木正光君） 全員挙手であります。 

よって、承認第 10 号は報告のとおり承認されました。 
 
   ◎日程第６ 議案第４９号 
○議長（荒木正光君） 日程第６、議案第 49 号 新冠町職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例についてを議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。 
坂本総務課長。 

○総務課長（坂本隆二君） 議案第 49 号 新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について、提案理由の説明を申し上げます。 
お手元に配付しております議案第 49 号資料について、説明をさせていただきますのでご

覧をお願いします。今回、改正する条例は本年 10月７日に人事院が行った勧告にかんがみ、

新冠町職員の期末手当の支給月数の改定を行うため制定するもので、ことしの勧告におき

ましては月例給の改定については民間給与との格差は極めて小さいため行われず、特別給

いわゆる期末手当のみの勧告となっております。この勧告を受けまして、国では一般職の

職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律、これが交付される見込みとなっており

ます。条例の内容についてご説明申し上げます。１の改定内容でありますが、このたびは

特別給の改定であります。民間給与調査の結果、昨年８月から本年７月までの直近１年間

の民間の支給実績と国家公務員の支給実績を比較し、国家公務員のボーナスの支給月数が

民間を 0.04 月分上回ったことから、現行の 4.50 月分を 4.45 月分に引き下げるもので、引

き下げ分につきましては民間の支給状況踏まえ、期末手当に反映することとし、本年 12 月

に支給する期末手当から減額しようとするものであります。また、改正後の支給月数につ

きましては、今年度の 12 月に支給する期末手当の支給割合を 100 分の 130 月分から 100
分の 125 月分に改め、0.05 月分引き下げ、令和３年度以降に支給する期末手当につきまし

ては、６月期と 12 月期で均等にするため、支給割合をそれぞれ 100 分の 127.5 月分に改め

るものであります。なお、再任用職員にかかる支給月数については、このたびの改定はあ

りませんが、会計年度任用職員につきましては一般職の給与条例を準用する規定となって

いるため、一般職と同様に 0.05 月分の引き下げとなります。附則として、同条例の施行日

につきましては公布の日から施行するものとしまして、現時点では本年 11 月 30 日の交付
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を予定しております。また、令和３年度以降の期末手当の支給割合を６月期と 12 月期を均

等にする改定につきましては、令和３年１月１日からの施行としております。 
以上が、議案第 49 号 新冠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての

提案理由でございます。ご審議を賜り、提案どおり決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 
○議長（荒木正光君） 提案理由の説明が終わりました。 
これより、議案第 49 号に対する質疑を行います。 
発言を許可いたします。 

 中川議員。 
○10 番（中川信幸君） ただ今の説明で理解はできるわけなんですけども、この国家公務

員等の民間の格差が数字は小さいんですけどあるということで、人事院でそういうことで

実施してくれということなんですけど、これはいずれにしても霞が関の国家公務員を対象

にしたことであって、地方公務員いわゆる自治体の職員にまでするのはいかがなものかと

いうふうに常日ごろ考えているわけであります。そして、今年度は特に、コロナ禍の中で

町職員は非常に苦労しながら、ストレスを抱えながら仕事してたと思うんです。ただ、本

来はこのことについては反対をしたいわけですが、町のことを考えますと交付税、補助金

あるいは起債等に影響があるということなので賛成はしますけど、私の考えとしては基本

的にも反対したいということなんです。そういったことを踏まえて、町長これから新冠の

町職員のことを念頭に置きながら行政を担当していっていただきたいと思います。それと、

町民のあちこちから聞こえる声なんですけど、管内の７町村の中で新冠の職員が一番親切

丁寧に町民に対応してくれてるということの評価はあちこちで聞こえてきます。そういっ

たことも踏まえて、もし町長考え方があれば一言お願いいたします。 
○議長（荒木正光君） 鳴海町長。 
○町長（鳴海修司君） お答えいたします。議員の職員に対するお気持ちはありがたく受

けとめたいというふうに思っておりますが、ご承知のように独自で実施する行政改革等を

除きまして、地方自治体として政治をかんがみた給与、手当て等の上げ下げに関する明確

な判断基準をもてない中、これまでもそのときどきに応じた国の人勧に対し対処してきた

実情をご理解いただきたいと思います。また、議員ご提言のように人勧を無視し削減に応

じなければ国から地法交付税等に支障を来すことが想定されますこともあわせてご理解い

ただき、提案のとおり決定いただきますようお願い申し上げますとともに、今後にありま

しても町民皆さんに対し、思いやりと笑顔を忘れることなく人事管理を含め、対応してま

いりますのであわせてご理解をいただきたいと存じます。以上です。 
○議長（荒木正光君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（荒木正光君） ないようですので、質疑を終結いたします。 
これより、本案に対する討論を行います。 
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 反対討論の発言を許可いたします。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒木正光君） ないようですので、討論を終結いたします。 
これより、議案第 49 号について採決を行います。 
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 
○議長（荒木正光君） 挙手多数であります。 
よって、議案第 49 号は原案のとおり可決されました。 

 
    ◎閉議宣告 
○議長（荒木正光君） 以上もって本臨時会に提案されました議案すべての審議を終了い

たしました。 
 
    ◎閉会宣告 
○議長（荒木正光君） これをもって令和２年第３回新冠町議会臨時会を閉会いたします。 

ご苦労さまでした。 
（午後１０時１４分 閉会） 

 


